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◎
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
六
節

学
校
評
価

第
五
十
条

小
学
校
は
、
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に

第
五
十
条

削
除

つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
小
学
校
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、
適
切

な
項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

小
学
校
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え

（
新
設
）

た
当
該
小
学
校
の
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
小
学
校
の
関
係
者
（
当
該
小
学

校
の
職
員
を
除
く
。
）
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
三

小
学
校
は
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
及
び

（
新
設
）

前
条
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行
つ
た
場
合
は
そ
の
結
果
を
、
当
該
小
学
校
の
設
置

者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
六

第
五
十
五
条

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
六

ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十

ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十

六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十

六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十

【別添】
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六
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
中
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ

六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
中
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
中
「
五
学
級
」
と
あ
る
の
は
「
二
学
級
」
と
、
第

場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
中
「
五
学
級
」
と
あ
る
の
は
「
二
学
級
」
と
、
第
二

二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
三
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条

十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
三
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の

の
二
又
は
第
二
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
（
併
設
型

二
又
は
第
二
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
（
併
設
型
中

中
学
校
に
あ
つ
て
は
第
六
十
五
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
五
条
の
四

学
校
に
あ
つ
て
は
第
六
十
五
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
五
条
の
四
、

、
連
携
型
中
学
校
に
あ
つ
て
は
第
五
十
四
条
の
四
）
又
は
第
五
十
四
条
の
二
」
と

連
携
型
中
学
校
に
あ
つ
て
は
第
五
十
四
条
の
四
）
又
は
第
五
十
四
条
の
二
」
と
読

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
六

第
六
十
五
条

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
、
第
二
十
二
条
の
六

、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で

、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で

（
第
二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
三
を
除
く
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
四

（
第
二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
三
を
除
く
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
四

十
六
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
、
第
五
十
二
条
の
二
及
び
第
五
十
二
条
の
三
の

十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
の
二
及
び
第
五
十
二
条
の
三
の
規

規
定
は
、
高
等
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

定
は
、
高
等
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
六
十
五
条
の
十

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
、
第
二
十
二
条

第
六
十
五
条
の
十

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
、
第
二
十
二
条

の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
、
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第

の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
、
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第

二
十
八
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
、
第
五
十
二

二
十
八
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
二
条

条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
三
、
第
五
十
六
条
の
三
、
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条

の
二
、
第
五
十
二
条
の
三
、
第
五
十
六
条
の
三
、
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
の

の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
七
十
三
条
の
十
六

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
、
第
二
十
二

第
七
十
三
条
の
十
六

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
、
第
二
十
二

条
の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
四
条

条
の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
四
条

【別添】



- 3 -

【別添】

、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で

、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
六
条
の
三
の

及
び
第
五
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
特
別
支
援
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

規
定
は
、
特
別
支
援
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

②
～
⑤

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

第
七
十
七
条

第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
四

第
七
十
七
条

第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
四

条
及
び
第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
、
こ
れ
を

条
及
び
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
、
こ
れ
を
準

準
用
す
る
。

用
す
る
。

第
七
十
七
条
の
十
一

第
四
条
の
二
の
規
定
は
専
修
学
校
の
名
称
、
位
置
又
は
学
則

第
七
十
七
条
の
十
一

第
四
条
の
二
の
規
定
は
専
修
学
校
の
名
称
、
位
置
又
は
学
則

の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
三
の
規
定
は
専
修
学
校
の
目
的
の
変
更
の

の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
三
の
規
定
は
専
修
学
校
の
目
的
の
変
更
の

認
可
の
申
請
及
び
専
修
学
校
の
学
科
の
設
置
に
係
る
学
則
の
変
更
の
届
出
に
つ
い

認
可
の
申
請
及
び
専
修
学
校
の
学
科
の
設
置
に
係
る
学
則
の
変
更
の
届
出
に
つ
い

て
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
六
、
第
七
条
の
九
、
第
十
二
条
の
四
、
第
十

て
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
の
六
、
第
七
条
の
九
、
第
十
二
条
の
四
、
第
十

三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
四
十
六
条
及
び
第

三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規

五
十
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
専
修
学
校
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

定
は
専
修
学
校
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
九
中
「
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び

条
の
九
中
「
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門

は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校

学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

以
外
の
私
立
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市

は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
係
る
も
の

町
村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
専
修
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ

、
私
立
の
専
修
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条

て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て

中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専

は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府

門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
七
十
八
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
の
六
、
第
七
条
の
七
、
第
七
条

第
七
十
八
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
の
六
、
第
七
条
の
七
、
第
七
条

の
九
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で

の
九
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
各
種
学
校
に
、
こ
れ
を
準

の
規
定
は
、
各
種
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
九
中
「
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び

の
九
中
「
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門

文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に

学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以

育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

外
の
私
立
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町

は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
係
る
も
の

村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、

に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
各
種
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ

私
立
の
各
種
学
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中

て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て

「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門

は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府

学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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【別添】

○
各
種
学
校
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
己
評
価
等
）

（
削
除
）

第
二
条
の
二

各
種
学
校
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
各
種
学
校
の

目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動

等
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
体
制
を
整
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

各
種
学
校
は
、
第
一
項
の
点
検
及
び
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
各
種
学
校

の
職
員
以
外
の
者
に
よ
る
検
証
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

（
削
除
）

第
二
条
の
三

各
種
学
校
は
、
当
該
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
等
の
状
況
に
つ

い
て
、
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
積
極
的
に
情
報
を
提

供
す
る
も
の
と
す
る
。



- 6 -

【別添】

○
幼
稚
園
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条

第
二
条
の
三
）

－

第
二
章

編
制
（
第
三
条

第
六
条
）

第
二
章

編
制
（
第
三
条

第
六
条
）

－
－

第
三
章

施
設
及
び
設
備
（
第
七
条

第
十
二
条
）

第
三
章

施
設
及
び
設
備
（
第
七
条

第
十
二
条
）

－
－

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

（
自
己
評
価
等
）

（
削
除
）

第
二
条
の
二

幼
稚
園
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
幼
稚
園
の
目
的

を
実
現
す
る
た
め
、
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ

い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

（
削
除
）

第
二
条
の
三

幼
稚
園
は
、
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況

に
つ
い
て
、
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
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【別添】

○
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条

第
一
条
の
三
）

－

第
二
章

組
織
編
制
（
第
二
条

第
七
条
）

第
二
章

組
織
編
制
（
第
二
条

第
七
条
）

－
－

第
三
章

教
科
等
（
第
八
条

第
十
六
条
）

第
三
章

教
科
等
（
第
八
条

第
十
六
条
）

－
－

第
四
章

教
員
（
第
十
七
条

第
二
十
条
）

第
四
章

教
員
（
第
十
七
条

第
二
十
条
）

－
－

第
五
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
二
十
一
条

第
二
十
八
条
）

第
五
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
二
十
一
条
－

第
二
十
八
条
）

－
－

附
則

附
則

（
自
己
評
価
等
）

（
削
除
）

第
一
条
の
二

専
修
学
校
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
専
修
学
校
の

目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
専
修
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動

等
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
体
制
を
整
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

専
修
学
校
は
、
第
一
項
の
点
検
及
び
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
専
修
学
校

の
職
員
以
外
の
者
に
よ
る
検
証
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）



- 8 -

【別添】

（
削
除
）

第
一
条
の
三

専
修
学
校
は
、
当
該
専
修
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
等
の
状
況
に
つ

い
て
、
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
積
極
的
に
情
報
を
提

供
す
る
も
の
と
す
る
。
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【別添】

○
小
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
己
評
価
等
）

第
二
条

削
除

第
二
条

小
学
校
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
小
学
校
の
目
的
を
実

現
す
る
た
め
、
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て

自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

第
三
条

削
除

第
三
条

小
学
校
は
、
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ

い
て
、
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
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【別添】

○
中
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
己
評
価
等
）

第
二
条

削
除

第
二
条

中
学
校
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
中
学
校
の
目
的
を
実

現
す
る
た
め
、
当
該
中
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て

自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

第
三
条

削
除

第
三
条

中
学
校
は
、
当
該
中
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ

い
て
、
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
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【別添】

○
高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
己
評
価
等
）

第
三
条

削
除

第
三
条

高
等
学
校
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
高
等
学
校
の
目
的

を
実
現
す
る
た
め
、
当
該
高
等
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に

つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な

項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

第
四
条

削
除

第
四
条

高
等
学
校
は
、
当
該
高
等
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況

に
つ
い
て
、
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。


